
【参考】小中一貫教育の制度化① （文部科学省抜粋）

弘前市では「中学校併設型小学校・小学校
併設型中学校」として小中一貫教育を実施。

小中一貫教育

学校制度 義務教育学校
中学校併設型小学校
小学校併設型中学校

中学校連携型小学校
小学校連携型中学校

制度の根拠 法律 省令 省令

設置者 同一の設置者 同一の設置者 異なる設置者

小中の期間の連続性 ○ ○ ○

○ ○ ○

授業時数の上限なし 授業時数の上限なし 授業時数の上限なし

指導内容の入替え・
移行

○ ○ ×

特例の内容の根拠 省令・告示 省令・告示 省令・告示

一貫教育に必要な独
自教科の設定



【参考】小中一貫教育の制度化② （文部科学省抜粋）

■中学校併設型小学校・小学校併設型中学校の運営

●義務教育学校に準じて、小学校における教育と中学校におけ
る教育を一貫して施すことができる。

●一貫した教育を施すためにふさわしい運営の仕組みを整える。

※留意事項
小中一貫教育の実質を担保する観点から、適切な運営体制を整備すること。
例えば
①関係校を一体的にマネジメントする組織を設け、学校間の総合調整を担う校長を
定め、必要な権限を教育委員会から委任する。

②学校運営協議会を関係校合同で設置し、一体的な教育課程の編成に関する基本
的な方針を承認する手続きを明確にする。

③一体的なマネジメントを可能とする観点から、小学校と中学校の管理職を含め全
教職員に併任させる。



【参考】小中一貫教育の制度化③ （文部科学省抜粋）

■中学校併設型小学校・小学校併設型中学校の教育課程
●教科等の種類等については、小学校及び中学校の基準をそ
れぞれ適用する。

●教育課程の基準の特例による。

【基準の特例】

（１）小中一貫教科等の設定
各教科等の授業時数を減じて、その減じた時数に係る内容を代替することのできる
内容の小中一貫教育等の授業時数に充てることができる。

（２）指導内容の入替え・移行
①小学校段階等及び中学校段階等における各教科等の内容のうち、相互に関連す
るものの一部を入れ替えて指導することができる。

②小学校段階の指導の内容の一部を中学校段階に移行して指導できる。
③中学校段階の指導の内容の一部を小学校段階に移行して指導できる。
④小学校段階における各教科等の内容のうち特定の学年において指導することとさ
れているものの一部については、他の学年に移行して指導することができる。

⑤中学校段階における各教科等の内容のうち特定の学年において指導することとさ
れているものの一部については、他の学年に移行して指導することができる。



【参考】小中一貫教育の制度化④ （文部科学省抜粋）

【基準の特例（つづき）】

（３）教育課程の編成の要件
教育課程は、次の要件を満たして編成する。

①９年間の計画的かつ継続的な教育を施すものであること。

②学習指導要領において定められている内容事項が、教育課程全体を通じて適切に取

り扱われていること。

③学習指導要領において定められている内容事項を指導するために必要となる標準的

な授業時数が、教育課程全体を通じて適切に確保されていること。

④児童生徒の発達の段階並びに各教科等の特性に応じた内容の系統性及び体系性に

配慮がなされていること。

⑤保護者の経済的負担への配慮その他の義務教育における機会均等の観点からの適

切な配慮がなされていること。

⑥児童生徒の転出入に対する配慮等の教育上必要な配慮がなされていること。



【参考】小中一貫教育の制度化⑤ （文部科学省抜粋）

■中学校併設型小学校・小学校併設型中学校の教育課程の編成
小学校における教育と中学校における教育を一貫して施すため、
設置者が定めるところにより、教育課程を編成する。

※留意事項
●教育委員会規則等において、当該小学校及び中学校が小中一貫教育を施すもの
であることの旨を明らかにする。

●各学校においては、小中一貫教育の実質が担保されるよう一体的な運営体制の下、
学校間の協議を経て教育課程を編成すること。

～小中一貫教育の中核的な要素～
①９年間の教育目標の明確化
②当該教育目標に即した教科等ごとの９年間を一貫した系統的な教育課程の編成・
実施

③組織・運営の仕組みの整備


